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　財政計画第9章

策定の趣旨１

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律の平成 20年４月１日施行に伴い、今後、

一般会計だけでなく、特別会計、公営企業会計等を含めた財政状況に十分留意し、健全

な財政運営に取り組んでいくことが求められています。

　そういった中で、本計画は、新市基本計画に定められた施策を計画的に推進するため、

新市の財政運営の指針として、長期的展望にたち策定するものです。

策定期間2

　平成 22年度から平成 31年度までの 10年間とします。

策定方法3

　平成 19年度決算見込額や平成 20年度予算額等をもとに、過去の実績や人口推移な

どに基づく推計のほか、投資的経費の見込み、国・県による財政支援措置、合併に伴う

経費削減効果などを反映させ、普通会計ベースで策定しています。

歳入・歳出についての考え方4

１）歳入について
　　国・県の財政支援制度の利活用
　　　合併推進債の活用を見込みました。また、合併に対する県からの財政支援につ　

　　いては、全額を見込みました。

　　地方税
　　　現行税制度を基本に、将来の人口推移を踏まえて推計しました。
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　　地方交付税
　　　国の制度改革の動向を勘案し、平成 31年度まで毎年度約１%の減額を見込み、

　　地方債（合併推進債含む）償還額の普通交付税算入について加味して推計しました。

　　国庫支出金・県支出金
　　　扶助費の増加分を加味するとともに、投資的経費に係る財源を見込んで推計しま

　　した。

　　地方債
　　　合併推進債及び通常債については、投資的経費の見込額を踏まえて推計しました。

２）歳出について
　　人件費
　　　合併による特別職、議会議員定数及び一般行政職の削減効果を見込んで推計しま

　　した。

　　扶助費
　　　合併によるサービス水準の向上や少子高齢化の進行を勘案し、将来の人口を見込

　　んで推計しました。

　　公債費
　　　公債費については、平成 19年度までの地方債に係る償還予定額に、平成 20年

　　度以降の発行予定額に伴う元利償還金を加えました。

　　物件費
　　　合併による事務経費の削減効果を見込んで推計しました。

　　補助費等
　　　合併による行財政の効率化に伴う削減効果を見込んで推計しました。

　　繰出金
　　　近年の傾向を踏まえ、毎年度 1.0%増を見込んで推計しました。

　　投資的経費
　　　毎年度、実施可能な事業費を見込んで推計しました。
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合併に関する財政支援５

　合併に対して、国・県から次のような財政支援が受けられます。

１）地方交付税の特別措置（合併算定替）
　地方交付税は、合併すると合併前に比べて減少するのが一般的です。しかし、「合併
算定替」という措置によって、合併後５年間は 1市１町の合併がなかったものと仮定

して毎年算出した額の合計額（合併算定替）、その後５年間は激変緩和措置により交付

されます。

２）合併直後の臨時的経費にかかる財政措置（合併補正）
　合併直後の臨時的経費（ネットワークの整備や各種システムの統一など）に対して、

5年間で約３億５百万円が交付されます。

３）合併推進債
　新市基本計画に基づいて行う事業について、合併推進債を財源（事業費の 90％）と

することができ、元利償還金の 40％が普通交付税で措置されることから、10年間で

50億円を見込んでいます。

　ただし、他に普通交付税算入率が高いなど有利な起債がある場合には、振替も想定さ

れます。

４）県の財政支援措置
　新市基本計画に基づいて行う事業等について、市町村合併支援交付金として２億円が

交付されます。
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合併による経費削減効果6

　1市１町の合併により、次のような経費の削減を見込みました。

１）人件費
　合併後の退職者の補充を抑制することによる一般行政職の削減、合併に伴う特別職
及び議会議員などの減員による経費の削減効果を見込みました。

　人件費全体の削減額は、10年間累計で約 36億円の削減となります。

２）物件費
　物件費の削減効果として、毎年度２％減を見込みました。累計で約 25億円の削減と

なります。

３）補助費等
　補助費等の削減効果として、一部事務組合への負担金等を除き、平成 22年度から平

成 26年度まで毎年度２％減、以後５年間は１％減を見込みました。累計で約８億円の

削減となります。
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財政計画表7

１）歳入

２）歳出
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